
 
 

 

一 

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

一 

目
的
の
追
加 

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
目
的
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
支
え
る
者
の
協
力
の
下
に
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
者
の
心
身
の
健
康
の
保
持

増
進
及
び
安
全
の
確
保
等
を
図
り
、
も
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
寄
与
し
、
国
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
、
明
る
く
豊
か

な
国
民
生
活
の
形
成
、
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
及
び
国
際
社
会
の
調
和
あ
る
発
展
に
資
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 

二 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
の
追
加 

 
 

１ 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
競
技
に
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 

２ 

一
の
試
合
の
結
果
を
対
象
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

競
技
会
の
経
過
又
は
結
果
を
対
象
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 



 

 
 

 

二 

 
三 

二
に
伴
う
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

 
 

 
試
合
の
結
果
を
対
象
と
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
各
規
定
に
競
技
会
の
経
過
又
は
結
果
を
対
象
と

す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
を
追
加
す
る
こ
と
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
の
追
加
に
伴
う
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の

実
施
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
関
係
） 

 

四 

特
定
対
象
試
合
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
な
る
試
合
の
数
の
下
限
の
撤
廃 

 
 

 

特
定
対
象
試
合
に
係
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
対
象
と
な
る
試
合
の
数
の
下
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
第
三
項
関
係
） 

 

五 

対
象
競
技
ご
と
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
購
入
等
の
禁
止 

 
 

 

サ
ッ
カ
ー
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
対
象
試
合
開
催
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
職
員
等
は
サ
ッ
カ
ー
に
係

る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
購
入
等
を
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
機
構
の
役
職
員
等
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
係
る
ス
ポ

ー
ツ
振
興
投
票
券
の
購
入
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
禁
止
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
第
二
項
関
係
） 

 

六 

払
戻
金
及
び
加
算
金
並
び
に
端
数
処
理 



 
 

 

三 

 
 

１ 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
払
戻
金
は
、
①
～
③
の
区
分
に
応
じ
、
①
～
③
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。 

 
 

 
① 

一
の
試
合
の
結
果
を
予
想
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
券
の
売
上
金
額
に
二
分
の
一
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
以
下
「
払
戻
対
象
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
を
、
各

合
致
投
票
券
に
按あ

ん

分
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

② 

二
以
上
の
試
合
の
結
果
を
予
想
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票 

現
行
法
ど
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

③ 

競
技
会
の
経
過
又
は
結
果
を
予
想
す
る
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票 

払
戻
対
象
基
礎
額
を
、
投
票
と
競
技
会
の
経
過
又

は
結
果
と
の
合
致
の
割
合
ご
と
に
配
分
し
、
そ
の
合
致
の
割
合
ご
と
の
各
合
致
投
票
券
に
按
分
し
た
金
額
と
す
る
こ

と
。 

 
 

２ 

１
の
①
及
び
③
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
つ
い
て
、
合
致
投
票
券
が
な
い
と
き
及
び
払
戻
金
の
最
高
限
度
額
を
超
え

る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
次
回
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
お
け
る
加
算
金
と
せ
ず
払
い
戻
す
こ
と
。 

 
 

３ 

払
戻
金
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
金
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る

こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
関
係
） 

 

七 

収
益
の
使
途
の
拡
大 



 

 
 

 

四 

 
 

 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
に
係
る

収
益
を
も
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
ス
ポ
ー
ツ
団
体
が
行
う
１
か
ら
６
ま
で
の
事
業
に
要
す
る
資
金
の
支
給
に
充
て
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

１ 

冷
房
設
備
、
暖
房
設
備
、
照
明
設
備
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
者
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

の
整
備 

 
 

２ 

機
構
の
社
員
の
保
有
す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
又
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
選
手
に
対
す
る
他
の
職
業
に
就
く

た
め
に
必
要
な
知
識
技
能
に
関
す
る
研
修
、
大
規
模
な
災
害
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
又
は
感
染
症
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け

る
生
活
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
職
業
及
び
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
事
業 

 
 

３ 

青
少
年
の
心
身
の
健
全
な
発
達
及
び
体
力
の
保
持
増
進
を
目
的
と
す
る
地
域
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動 

 
 

４ 

大
規
模
な
災
害
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
又
は
感
染
症
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
３
の
事
業
に
対
す
る
支
援 

 
 

５ 

ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
医
療
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
等
及
び
医
療
従
事
者
等

の
派
遣 

 
 

６ 

審
判
員
そ
の
他
ス
ポ
ー
ツ
を
支
援
す
る
者
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
運
営
基
盤
の
強
化
並
び
に



 
 

 

五 

ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
国
際
的
な
交
流
及
び
貢
献 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

 

八 
対
象
競
技
ご
と
の
機
構
の
指
定 

 
 

 

サ
ッ
カ
ー
の
試
合
若
し
く
は
競
技
会
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
若
し
く
は
競
技
会
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
で

あ
っ
て
、
所
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
に
限
り
、
機
構
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
三
条
第
一
項
等
関
係
） 

 

九 

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
等 

 
 

１ 

セ
ン
タ
ー
は
、
対
象
試
合
等
の
計
画
的
か
つ
安
定
的
な
開
催
に
資
す
る
た
め
、
機
構
に
対
し
、
試
合
又
は
競
技
会
の

計
画
的
か
つ
安
定
的
な
開
催
の
業
務
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

 
 

２ 

機
構
は
、
１
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
試
合
又
は
競
技
会
の
計
画
的
か
つ
安
定
的
な
開
催
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
チ
ー
ム
を
保
有
す
る
社
員
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
七
条
の
二
関
係
） 

 

十 

罰
則
の
整
備 



 

 
 

 

六 

 
 

 

二
及
び
五
に
伴
う
罰
則
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
十
二
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
関
係
） 

第
二 

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正 

 
 

国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
の
我
が
国
へ
の
招
致
又
は
そ
の
開
催
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
行

う
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
で
あ
っ
て
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
業

務
を
特
定
業
務
と
す
る
等
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
八
条
の
三
等
関
係
） 

第
三 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

 

二 

見
直
し 

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
施
行
の

状
況
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
項
関
係
） 


